
 

第５回 東京外環トンネル施工等検討委員会 有識者委員会 

 議事概要 

 

  第５回 有識者委員会：令和２年１２月１８日 

【議 題】 

・調査状況（中間報告）、地盤の特性、施工データについて 

・陥没・空洞の要因分析（中間報告）について 

 

【議事概要】 

１．調査状況（中間報告） 

○調査状況の中間報告があり、次の点を確認した。 

・陥没箇所、空洞箇所の Mg 層及び His 層において、地盤の緩み、天端レベルの落込みを確認

した。なお、陥没箇所、空洞箇所での緩みは、トンネル直上部まで煙突状の緩み領域である

ことを確認した。また、ボーリング調査及びスウェーデン式サウンディングの結果より、陥

没箇所、空洞①箇所のHis層の天端レベルの落込みはトンネル横断方向でトンネル直上に限

定されていたことを確認した。 

・陥没、空洞箇所周辺のトンネル直上において、トンネル上部から緩み領域が上方に拡大して

いることを確認した。なお、この緩み領域については、今後、具体的な対応を検討していく

こととするが、ただちにこれが陥没・空洞等につながるものではないことを確認した。 

・陥没、空洞の内部断面において、水で洗われた部分があることを確認した。 

・表層地下水の流向・流速調査の結果より、平時では顕著な流れは確認できなかったが、降雨

時に流速の上昇や流向の変化があることを確認した。 

・陥没箇所において、下水管の損傷が確認されたが、地下水の水質調査の結果では下水や気泡

の成分が検出されていないことを確認した。 

・空洞①箇所において、下端がMg層にある用途不明のヒューム管があることを確認した。 

・地歴調査の結果より、陥没があった地点付近は入間川の西に浅く円弧状に入り込んだ谷地形

をなしており、入間川の過去の蛇行跡を想像させる地形であることをあらためて確認した。 

２．地盤の特性 

○東京外環全線の中で今回発生の陥没・空洞箇所周辺は、次の全てに該当する特殊な地盤条件で

あることをあらためて確認した。 

- 掘削断面は、細粒分が少なく、均等係数が小さいため、自立性が乏しく、礫が卓越して介

在し、シールドトンネル掘削土の塑性流動性の確保に留意する必要がある地盤であること。 

- 掘削断面上部は、単一の砂層である流動化しやすい層が地表面近くまで連続している地盤

であること。 

- 表層部は、外環沿線における他の区間と比べ薄い地盤であること。 

 



 

３．施工データ 

○施工データの報告があり、次の点を確認した。 

・夜間掘進休止時間に生じた閉塞を解除するために、沈降した砂礫を排土しながら起泡溶液を

注入する等の特別な作業が陥没・空洞箇所周辺で行われており、その過程で切羽の緩みを

生じさせ、煙突状に上方に拡大した可能性があることを確認した。 

・気泡の地山への逸失が生じていた可能性が考えられ、その場合、排土体積評価に影響がある

ことを確認した。 

 ・シールド推進により生じるボイドが、地山探査装置で確認できない事象が発生していたもの

の、裏込め注入量や注入圧は管理値に適合していることを確認した。 

・空気の上昇により、掘削断面上部の緩みの進展が助長される可能性はあるが、上昇する空気

の圧力は体積膨張とともに減圧されるため、一般には土粒子に与える影響は小さいと考えら

れることを確認した。 

・トンネル施工に伴う振動は５５ｄＢ程度であり、振動エネルギーは地震動と比較して極めて

小さいことを確認した。また、特殊な地盤条件により施工部の振動が地上部に届きやすいこ

とを確認した。 

・セグメントの損傷等の変状、シールド機スクリューコンベアからの土砂噴発やテールからの

土砂噴出は生じていないことを確認した。 

４．陥没・空洞の要因分析 

○陥没・空洞事象について、想定される要因を列挙し、調査結果や施工データを用いた分析を行

い、陥没・空洞事象は、年月をかけて形成された地下空洞が従前からあった可能性は否定でき

ないものの、陥没・空洞箇所の下部がトンネル方向に局所的に引き込まれている現象がボーリ

ング調査によって確認されていることから、特殊な地盤条件下において行われたシールドトン

ネルの施工が、陥没箇所を含む空洞の要因の一つである可能性が高いと推定されることを確認

した。 

○現時点では、陥没・空洞事象が形成された要因の特定には至っていないため、引き続き残る現

地調査やそれらも踏まえた検証を早期に行い、陥没・空洞事象に関するメカニズムを特定する

必要があることを確認した。 

５．沿線住民の方への対応 

○陥没や陥没につながる恐れがある空洞が発見された場合は、緊急時として位置付けるとともに、

その対応の基本的な考え方について報告があり、妥当であることを確認した。 

○引き続き、陥没・空洞箇所及びその周辺の監視を重点的に行い、本委員会での議論の内容を説

明するなど、周辺住民からの問合せ等に対し適切に対応するとともに、不安を取り除くことに

努めることを確認した。 

 以上 


